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輸出先国ホームページの輸入検疫条件閲覧方法  
諸外国に植物を輸出する際には輸出先国が定める輸入検疫条件に従う必要があります。当資料

に従ってシンガポールの輸入検疫条件を確認してください。 
 
１．「National Parks Board(NPark) 」（シンガポール共和国植物検疫ホームページ）を開き、上の

リストから「Services」(サービス)をクリックします。次に「Plant Helth Services」(プラントヘル

スサービス)をクリックします。 
National Parks Board (NParks) 

 
 

２．「Import of Plant and plant products」(植物または植物製品の輸入)をクリックします。  

 

訪問を計画 ガーデニング サービス 自然と私 私達と学ぶ 私達について 参加する パーク/PCN を検索 

サービス 

プラントヘルスサービス 公園の許可と申請 

植物や動物の健康、公園の許可、イベントの会場予約、研究、開発アプリケーションなどのオンラインサービスをご覧ください。

動物問題(動物・ 
獣医ｻｰﾋﾞｽ) 研究と助成 産業 支払い 

植物または 
植物製品の輸入 

植物または 
植物製品の輸出 

植物衛生研究所とアドバイザリーサービスをリクエストする 
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３．リストから「Check plant health import requirements」(植物衛生輸入要件を確認する)をクリッ

クします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植物または植物製品の輸入 

NParks の植物科学・保健（PSH）部門にある植物バイオセキュリティ・植物検

疫サービス（PBPS）部門は、国立植物保護機関（NPPO）の機能を遂行し、国

内外の植物資源を植物害虫から保護する責任を負っています。 
 
 PBPS は、植物、植物製品、規制対象物品の輸入を監督するとともに、輸出お

よび再輸出のための植物検疫証明書の発行を通じて貿易を促進しています。 

シンガポールへの植物および植物製品の持ち込み 

以下の場合は、シンガポールの輸入要件を遵守する必要があります。 
・海外旅行から植物を持ち帰る場合。 
・手荷物、小包郵便、宅配業者、または貨物運送業者を利用して植物を輸入する

場合。 
 
これらの植物および植物製品に付随する可能性のある害虫や病気は、地域の生

態系や在来動植物に悪影響を及ぼす可能性があります。  
 
これらの輸入要件は、個人愛好家、研究者、および商業取引業者に適用されま

す。シンガポールに入国する前に、植物または植物製品に関する最新の輸入要

件をご確認ください。 

植物衛生輸入要件を確認する 

輸入許可を申請する 

バイオセキュリティ保証協定（BSAA）に参加する 
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４．「Ornamental plants, nursery stock and seeds」(観賞用植物、苗木、種子)、「Cut flowers and 
foliage」(切り花および切葉)、「Fresh produce and economic crops」(生鮮農産物および経済作物)な

どをクリックすると輸入検疫要件を確認できます。 
 

 
 
 
５．ホームページ下に掲載されている「Check import requirements」(輸入要件の確認)の「Show 

me what’s required」から質問形式で植物の輸入要件を確認することもできます。 

 

 
 
 
※当資料は 2026 年 2 月の情報を基に作成しており、現在の掲載内容と異なる場合があります。 
 
 
 

切り花および切葉 

栽培用培地 

生鮮農産物及び経済作物 植物病原体 

観賞用植物、苗木、種子 

生物的防除剤 昆虫およびその他の無脊椎動物 

有益生物または有益生物製品 

植物標本 

いくつかの質問に答えて、植物または植物製品をシンガポールに輸入するための輸入要件を確認してください。 

シンガポールに植物または植物製品を輸入するには、NParks が定める植物

衛生輸入要件を満たす必要があります。) 

植物輸入の種類に応じた具体的な要件については、以下をご覧ください。)


